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平成２７年度から始まった「子ども・子育て支援新制度」では、市町村が実施主体と   

して、幼児期の教育・保育、子育て支援のニーズを把握し、「子ども・子育て支援事業計画

（以下「市町村計画」という。）」を策定の上、保育所・認定こども園・幼稚園などの整備

を進めるほか、地域子ども・子育て支援事業などを実施し、妊娠・出産期からの切れ目   

ない支援を行います。 

 

県は、市町村の取組に必要な支援を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に   

専門性の高い施策及び各市町村の区域を越えた広域的な施策を講じるため、都道府県  

子ども・子育て支援事業支援計画（以下「支援計画」という。）を策定します。 

 

ここでは、国の定める基本指針※を踏まえ、主に幼児期の教育・保育の提供体制を中心に

まとめています。 

 

※基本指針 

「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域  

子ども子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針    

（平成２６年内閣府告示第１５９号）」 

 

１ 県設定区域 

支援計画策定に際し、「幼児期の教育・保育の需要」と、それに対応する「教育・保育の

提供内容や時期」を把握する際の単位（地域）となる「県設定区域」を定める必要があり

ます。 

  県では、この「県設定区域」について、市町村の様々な地域の実情を計画内容に柔軟に

反映できるよう、１市町村を１つの区域とし、県内で５４区域を設定します。 

  なお、「県設定区域」は、教育・保育の需要や提供内容などを把握するための単位（地域）

であり、「県設定区域」＝「市町村」を超えた教育・保育施設の利用が制限されるものでは

ありません。 
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【県設定区域】 

 

１市町村を１つの区域として、県内５４区域を設定します。  
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２ 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の提供体制の確保 

「幼児期の教育・保育の需要」と、それに対応する「教育・保育の提供内容や時期」に

ついて、市町村計画の内容を反映の上、県設定区域ごとに「教育・保育の提供体制の確保

に係る市町村（区域）別一覧」のとおり定めます。 

県全体では４ページ「県内総括表」のとおりですが、令和11年度末までに保育所等待機

児童の解消を図り（令和７年４月１日時点で０）、その後も引き続き、需要の伸びに対応し

た供給の確保により、各年度当初待機児童数ゼロを目指します。 

なお、幼児教育・保育の無償化の影響や、女性の就業率が高まる中で、地域の実情に   

応じて、保育を必要とする者の増加が見込まれることから、それに応じた提供体制を確保

できるよう、見込量を定めています。 

施設類型別の整備目標数と設置時期については、２１６ページに記載のとおりです。 

 

３ 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供等に関する体制確保 

令和８年度より開始する乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、制度

利用終了後の受入れ枠の確保に資するよう幼稚園における満３歳児クラスの活用を促進す

るなど、市町村と共に地域の教育・保育施設と連携し、同制度の利用後も教育・保育施設

の利用へ円滑に移行できるよう支援します。 

 

【保育所等待機児童数】                各年４月1日現在（単位：人） 

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ 

県合計 83 0 0 0 0 0 

 

【用語等について】 

用  語 内     容 

量の見込み 
就学前子どものうち、教育・保育を必要とする又は希望する  

子どもの人数 

確保方策 
教育・保育を提供する保育所・認定こども園・幼稚園等の施設の

定員数 

１号認定 満３歳以上の子どもで、教育標準時間認定を受けた場合 

２号認定 満３歳以上の子どもで、保育認定を受けた場合 

３号認定 満３歳未満の子どもで、保育認定を受けた場合 

特定教育・保育施設 
認定こども園、保育所、子ども・子育て支援新制度に移行した  

幼稚園 

確認を受けない幼稚園 
子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園 

（私学助成を受けている幼稚園） 

特定地域型保育事業 
小規模保育事業、家庭的保育事業、地域枠を設ける事業所内保育

事業、居宅訪問型保育事業 

認可外保育施設 
いわゆる認可外保育施設のうち、地方自治体が一定の施設基準に

基づき運営費支援等を行っている施設 
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４ 幼児期の教育・保育の需要及び教育・保育の提供内容や時期について 

【県内総括表】                   各年 4 月１日現在（単位：人） 

 

○ 県内総括表は、市町村の数値を基に作成しておりますが、市町村によって集計方法や集計の時点が異なる場合があり、  

各市町村の計画数値と一致しないことがある。 
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５ 施設種類別 整備目標数と設置時期について 

教育・保育の施設数・定員数について（県総括一覧表）    （各年４月１日現在） 
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６ 認可・認定に関する需給調整 

（１） 基本的な考え方 

   保育所や認定こども園の設置について申請があった場合、基準を満たすときは、原則

として保育所や認定こども園の認可や認定を行います。 

ただし、申請のあった施設の所在する「県設定区域（市町村）」において、幼児期の  

教育や保育を提供する施設や事業の「利用定員の合計（供給）」が「必要利用定員総数 

（需要）」を上回る場合は、需給調整として、必要性の検討を行います。 

※関係法令 児童福祉法第３５条第８項、認定こども園法第３条第８項・第１７条第６項 

 

（２） 支援計画に含まれない施設 

   支援計画において予定されている施設の認可や認定前に、支援計画に含まれない施設

から認可や認定の申請があった場合も、需給調整として、必要性の検討を行います。 

検討に当たっては、国の定める基本指針※1の考え方を踏まえるとともに、関係市町村

の意見や、申請施設の所在する県設定区域における子どもの認定区分ごとの動向などを

考慮します。 

 

（３） 認定こども園に移行する幼稚園・保育所 

   幼稚園や保育所が認定こども園に移行する場合については、各県設定区域における 

「利用定員の合計」が「必要利用定員総数」に達した後も、設置申請が認可や認定に   

ついての基準を満たす場合は、原則として認可・認定を行う方向で検討します。 

   なお、認定こども園の認可・認定における定員設定に当たっては、地域ニーズの反映

状況などについての市町村意見に配慮します。 

 

（４） 特定教育・保育施設に該当しない幼稚園 

   特定教育・保育施設に該当しない（「確認」※2 を受けない）幼稚園が存在する県設定  

区域については、特定教育・保育施設に該当しない幼稚園の利用定員の合計を１号利用

定員に加えた上で、需給調整の検討を行います。 

 

※１ 基本指針の内容（第三－四－２－（二）－（2）－イ） 

子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・保育施設又は地域型保育事業所の整備を行っている場合に

おいて、当該整備を行っている教育・保育施設又は地域型保育事業所の認可又は認定が行われる前に、計画

に定めのない教育・保育施設の認可又は認定の申請があったときは、知事は、一定の要件に該当するときは、

教育・保育施設の認可又は認定をしないことができる。この場合において、教育・保育給付認定を受けた  

保護者の認定区分ごとの人数が、当該認定区分に係る量の見込みを上回っており、機動的な対応が必要で  

あると認められる場合には、知事は、地域の実情に応じて、当該認可申請に係る教育・保育施設の認可を  

行うことが望ましい。 

※２ 「確認」制度とは、施設設置者の申請により、市町村長が子どもの認定区分ごとの利用定員を定めた上で、

施設が給付費（委託費）の対象となることを「確認」する制度で、「確認」を受けた教育・保育施設が「特定

教育・保育施設」となります。なお「確認」を受けない幼稚園は、給付費ではなく、一般的に私学助成等を

受けることが見込まれています。 


